
　だれもが地域で安心して暮らすことをめざす地域福祉活動として、
判断能力が十分でない人の生活を身近な立場で支援し、後見活動
を行っていく「市民後見人」が各地で活動しています。
　大阪府（大阪市・堺市を除く）では、府内１８市町が共同で大阪府社
会福祉協議会に委託し、「市民後見人養成講座」を開催します。
　「社会貢献への意欲と熱意のある方」「市民後見人ってどんなこと
をするの？」と関心のある方、ぜひご参加下さい。
※市民後見人養成講座（基礎講習）の受講を申し込むためには、裏面のいずれか
の会場で開催するオリエンテーションにご参加いただく必要があります。
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内　　　容　　 ①　講演　「成年後見制度の概要と市民後見人の役割」
　　　　　　　　 ②　市民後見人活動の実際
　　　　　　　　　　　（市民後見人の養成・活動支援の説明とＤＶＤ上映、市民後見人の活動報告）
　　　　　　　　 ③　市民後見人養成講座の受講について
対　　　象　 　１８市町（豊中市・池田市・高槻市・枚方市・八尾市・東大阪市・富田林市・河内長野市・
　　　　　　　　　 　羽曳野市・大阪狭山市・岸和田市・貝塚市・泉佐野市・泉南市・阪南市・忠岡町・田尻町・

　　　　　　　　　 　岬町）に在住、在勤の方が優先ですが、他市町村の方もご参加いただけます。
　

　　 　※　 養成講座を受講して「市民後見人バンク」に登録できるのは、上記１８市町に在住又は在勤の方に限ります。
　　　※　 オリエンテーションは、年齢に関係なくどなたでもご参加いただけますが、市民後見人養成講座の受講の

対象は、平成２９年４月１日の年齢が満２５歳以上７０歳未満の方です。
　　　 ※ 　後見人養成研修を実施する団体に所属している方、または親族以外の方の後見人として活動している方は
　　　　　　 対象となりません。
　　　 ※ 　大阪市・堺市に在住・在勤の方は、大阪市・堺市が実施する市民後見人養成講座を受講してください。

参　加　費　　 無　 料
会　　　 場　　　 裏面をご参照ください。
　　　　　　　　　　　※各会場の地図は、大阪府社会福祉協議会のホームページ（トップ画面
　　　　　　　　　　　　　下段「トピックス」）http://www.osakafusyakyo.or.jp/をご確認ください。

申込み方法　　 裏面をご参照ください。
主　　　 催　　　　大阪府・権利擁護人材育成事業実施18市町（問合せ先をご参照ください）
　　　　　　　　　　 大阪府社会福祉協議会　大阪後見支援センター　　
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問　合　せ　先　
大阪府社会福祉協議会　大阪後見支援センター　（０６－６７６４－７７６０）
豊中市地域福祉課　（０６－６８５８－２２２０）　・　豊中市社会福祉協議会　（０６－６８４１－９３８２）
池田市高齢・福祉総務課　（０７２－７５４－６２５０）　／　高槻市長寿生きがい課　（０７２－６７４－７１６６）
枚方市長寿社会推進室　（０７２－８４１－１４６０）
八尾市地域福祉政策課　（０７２－９２４－８５２６）　・　八尾市社会福祉協議会　（０７２－９９１－１１６１）
東大阪市高齢介護課　（０６－４３０９－３１８５）　・　東大阪市社会福祉協議会　（０６－６７４８－００１５）
富田林市地域福祉課　（０７２１－２５－１０００　代表）　
河内長野市いきいき高齢・福祉課　（０７２１－５３－１１１１　代表）
羽曳野市福祉総務課　（０７２－９４７－３８３１）　／　大阪狭山市高齢介護グループ　（０７２－３６６－００１１　代表)
岸和田市福祉政策課　（０７２－４２３－９４６７）　・　岸和田市社会福祉協議会　（０７２－４３９－８２４１）
貝塚市高齢介護課　（０７２－４２３－２１５１　代表）　／　泉南市長寿社会推進課　（０７２－４８３－８２５３） 　
泉佐野市高齢介護課　（０７２－４６３－１２１２　代表）　・　泉佐野市社会福祉協議会（０７２－４６４－２２５９）
阪南市介護保険課　（０７２－４７１－５６７８　代表）　／　忠岡町いきがい支援課　（０７２５－２２－１１２２　代表）
田尻町福祉課（０７２－４６６－８８１３）　／　岬町高齢福祉課　（０７２－４９２－２７１６）



参加希望日 日　時 会　　場

①
　6月14日（火）
14：00～16：30

富田林市消防本部　４階　視聴覚室　　　　　　　　　　　　　　　定員　80名

住所：富田林市甲田1丁目7番1号（近鉄長野線「富田林西口駅」徒歩　５分）　　　　

②
　6月18日（土）
14：00～16：30

岸和田市立福祉総合センター　　　　　　　　　　　　　　　　　　　定員　２００名
住所：岸和田市野田町1丁目５番５号（南海本線「岸和田駅」徒歩５分）

③
　6月25日（土）
14：00～16：30

布施駅前市民プラザ多目的ホール（ヴェルノール布施５階）　定員　178名

住所：東大阪市長堂１丁目８番３７号　（近鉄奈良線　「布施駅」　徒歩　５分）　　

④
　6月25日（土）
14：00～16：30

泉佐野市立社会福祉センター３階　　　　　　　　　　　　　　　　　定員　150名

住所：泉佐野市上町１丁目２番９号　（南海本線「泉佐野駅」　徒歩　８分）　

⑤
　6月28日（火）
14：00～16：30

高槻市役所　本館６階　大集会室　　　　　　　　　　　　　　　　
　定員　１００名
住所：高槻市桃園町２番１号

（ＪＲ東海道線「高槻駅」、阪急京都線「高槻市駅」徒歩８分）　　　　　　　　　　
　　

⑥
7月2日(土)

14：00～16：30

豊中市すこやかプラザ１階多目的室　　　　　　　　　　　　　　　
定員　１２０名
住所：豊中市岡上の町2丁目1番15号

（阪急宝塚線「豊中駅」南改札口から約500ｍ　徒歩約７分）

⑦
　7月2日（土　）
14：00～16：30

ラポールひらかた　４階大研修室　　　　　　　　　　　　　　　　　定員　１４０名
住所：枚方市新町２丁目１番３５号　（京阪電車「枚方市」徒歩　８分）

⑧
7月9日（土）

14：00～16：30

大阪社会福祉指導センター　５階　ホール　　　　　　　　　　　　
定員　200名
住所：大阪市中央区中寺１丁目１番５４号　　　
（地下鉄谷町線「谷町６丁目」徒歩6分、「谷町９丁目」徒歩10分、近鉄「上本町駅」徒歩15分）

※　いずれかの日を選んで、参加希望日欄に○をつけてください 。

個人情報の取扱いについて
※申込書に記入いただいた個人情報は、このオリエンテーションの受付名簿の作成及び講座運営のためにのみ使用し、他の目的での使
用や実施市町村（市社協）以外の第三者に提供はいたしません。

　　　　氏　　　　　　名 お住まい又は勤務先の市町村名 日中に連絡のつく電話番号

（フリガナ）

　　　　　市・町・村　　在住・在勤

　　　　　　　　　　（○で囲んでください）


